
 

 

令 和 ２ 年  ７ 月 ２ ２ 日 

四 国 電 力 株 式 会 社 
 

施設管理における設計管理および作業管理の位置付けについて 

 
１．コメント内容 

設計管理及び作業管理を個別条文とせずに、第119条の「７．保全の実施」の中に位置

付けているが、保全の実施は保全計画に基づいて実施するものであるところ、現状の記載

では、新規施設に対する設計管理や作業管理を行う前に保全計画を策定する必要が生じる

ため、設計管理や作業管理を保全の実施の中でできるのか確認し、整理して説明すること。 

 

２．コメント回答 

 施設管理計画では「６．保全計画の策定」において、施設・設備の状況に応じて以

下の保全計画を策定する必要がある。 

ａ．点検計画（６．１） 

ｂ．設計および工事の計画（６．２） 

ｃ．特別な保全計画（６．３） 

このうち、設計および工事を実施する場合、すなわち新規施設の設置工事を実施す

る場合には、あらかじめその方法、実施時期および法令手続きの要否を定めた「ｂ．

設計および工事の計画」（保全計画）を策定する。この保全計画に従って保全を実

施し、保全の実施にあたって設計管理および作業管理を行うこととなる。     

 上記の通り、新規施設の設置工事にあたっても設計管理や作業管理を行う前に保全計

画を策定し、保全を実施することから、必要な実施行為はすべて第 119 条「施設管理

計画」の範囲内にある。これは変更前の保守管理計画においても同様であった。弊社で

新規設置した非常用ガスタービン発電機の施設管理を例に示す。（図－１参照） 

 新規施設に対する設計管理および作業管理は、「６．２ 設計および工事の計画の策

定」の中で策定した保全計画に従って、「７．保全の実施」の中で実施している。 

 

以 上 

 



 

 
図－１．施設管理の全体イメージ（四国電力 非常用ガスタービン発電機（ＧＴＧ）の例） 

施設管理計画（施設管理内規） 

工事管理内規に基づき計画策定 

設備の重要度分類内規 

に基づき設定 ※１ ※１ GTGなど新規施設に対しては 

工事計画説明書にて明確化 

設計管理内規に基づき管理 

調達管理内規 

工事計画説明書 ※２ 

・作成タイミング：設計初期（計画起案時） 

工事管理内規 

巡視点検細則 

運転巡視点検内規 

検査管理内規 

GTG工認申請済み（2019年2月27付） 

GTG保全計画申請済み（2019年11月22付） 

・伊方3号機第15回定検申請時 

※２ 工事計画説明書の記載内容 

・工事内容や工程 

・許認可要否や検査要否 

・重要度 

・設計要求事項 

・工事費用 など 

策定した保全計画に従い、

「７．保全の実施」の中で設計

管理および作業管理を実施 

新規施設の設置工事は「６．２．設計お

よび工事の計画」により保全計画を策定 


